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【手続補正書】
【提出日】平成26年2月27日(2014.2.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装置であって、
　ピクチャ内の少なくとも１つのブロックを復号するビデオ復号器であって、前記ブロッ
クのための変換係数と少なくとも第１の変換および当該第１の変換とは異なる第２の変換
のうちのいずれが前記ブロックの符号化に使用されたかを示す変換インジケータとを受信
することと、前記変換インジケータによって示される前記第１の変換および前記第２の変
換のうちの一方を前記ブロックの残差に適用することとによって復号する、該ビデオ復号
器を備え、
　前記第２の変換のための変換係数は前記ビデオ復号器に存在するデブロッキング・フィ
ルタに応答して決定される、前記装置。
【請求項２】
　装置であって、
　ピクチャ内の少なくとも１つのブロックの符号化を、少なくとも第１の変換と該第１の
変換とは異なる第２の変換とから特定の変換を選択し、該特定の変換を該ブロックの残差
に適用することによって行うビデオ符号化器を備え、
　前記第２の変換のための変換係数は前記ビデオ符号化器に存在するデブロッキング・フ
ィルタに応答して選択される、前記装置。
【請求項３】
　前記変換係数は前記第２の変換の第１の基底ベクトルに対応する、請求項１または２に
記載の装置。
【請求項４】
　平滑度制約条件が前記第１の基底ベクトルに課される、請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　前記第１の基底ベクトルに対応する前記変換係数の変化は、特定の閾値未満に制約され
る、請求項３に記載の装置。
【請求項６】
　所与の周波数未満のフーリエ変換のエネルギーが特定の閾値を超え、該フーリエ変換が
前記第２の変換に対応する、請求項３に記載の装置。
【請求項７】
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　前記第１のベクトル基底に対応する変換係数が一定である、請求項３に記載の装置。
【請求項８】
　前記第１の変換が離散コサイン変換である、請求項１または２に記載の装置。
【請求項９】
　ビデオ復号器における方法であって、
　ピクチャ内の少なくとも１つのブロックを復号するステップであって、前記ブロックの
ための変換係数と少なくとも第１の変換および当該第１の変換とは異なる第２の変換のう
ちのいずれが前記ブロックの符号化に使用されたかを示す変換インジケータとを受信する
ことと、前記変換インジケータによって示される前記第１の変換および前記第２の変換の
うちの一方を前記ブロックの残差に適用することとによって復号する、該ステップを含み
、
　前記第２の変換のための変換係数は前記ビデオ復号器に存在するデブロッキング・フィ
ルタに応答して決定される、前記方法。
【請求項１０】
　ビデオ符号化器における方法であって、
　ピクチャ内の少なくとも１つのブロックの符号化するステップであって、少なくとも第
１の変換と該第１の変換とは異なる第２の変換とから特定の変換を選択することと、該特
定の変換を該ブロックの残差に適用することとによって符号化する、該ステップを含み、
　前記第２の変換のための変換係数は前記ビデオ符号化器に存在するデブロッキング・フ
ィルタに応答して選択される、前記方法。
【請求項１１】
　前記変換係数は前記第２の変換の第１の基底ベクトルに対応する、請求項９または１０
に記載の方法。
【請求項１２】
　平滑度制約条件が前記第１の基底ベクトルに課される、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１の基底ベクトルに対応する前記変換係数の変化は、特定の閾値未満に制約され
る、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　所与の周波数未満のフーリエ変換のエネルギーが特定の閾値を超え、該フーリエ変換が
前記第２の変換に対応する、請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第１のベクトル基底に対応する変換係数が一定である、請求項１１に記載の方法。
【請求項１６】
　符号化されたビデオ信号データを記憶するコンピュータによって読み取り可能な記憶媒
体であって、
　符号化されたピクチャ内の少なくとも１つのブロックであって、少なくとも第１の変換
および当該第１の変換とは異なる第２の変換から特定の変換を選択することと、前記特定
の変換を前記ブロックの残差に適用することとによって符号化された、該少なくとも１つ
のブロックを含み、
　前記第２の変換のための変換係数は、前記ブロックを符号化するために使用されるビデ
オ符号化器に存在するデブロッキング・フィルタに応答して選択される、前記記憶媒体。
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